
国際定期便交流創出支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）
第４条の規定に基づき、国際定期便交流創出支援事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付につい
て、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内を発着する国際定期便（以下「定期便」という。）を活用し、海外との、教育、
スポーツ、文化、経済等の分野における交流の取組のうち、今後も定期便を活用した継続した交流が見
込める取組を支援することにより、両地域の相互交流の活性化と定期便の利用促進を図ることを目的と
して交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行
う同表の第２欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で同表の第３欄及び第４欄のとおり本補助金を交付
する。ただし、同表の第２欄に掲げる者に交付する回数は同一年度内で１回とする。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、原則として事業開始の２０日前までに様式第１号により行わなければな
らない。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として２０日が経過する日まで
の間に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更または承認された事業
目的及び効果に大きな影響を与える事業計画の変更以外の変更とする。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに様式第３号により行わなければな
らない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合においては、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の
日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合においては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の
４月２０日 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、県が別に定める 

 

附則 

この要綱は、令和２年１２月４日から施行する。 



 

別表（第３条関係） 

 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助額 

４ 

上限額 

（１）国際定期便交流創出支援事業 

 教育、スポーツ、文化、経済等の

分野で、定期便を往復利用して、海

外と実施する交流事業（派遣事業及

び受入事業）のうち、以下の条件を

すべて満たすものとする。（経済交流

を目的とする事業以外は④を除く） 

 

 

①定期便の継続的な利用を促進する

効果が期待される取組 

 

②交流の実施により県内及び地域相

互の活性化が期待できる取組 

 

③今後の展望、交流の継続や定着に

向けた対策が考えられており、民間

団体の自立的な地域間交流、活動等

が進められていくためのきっかけ作

りとなる取組 

 

④経済交流を目的とする場合は、地

域や分野としての経済交流を進めて

行くためのきっかけ作りとなる取組

（営利に関する商行為は助成対象と

しない） 

 

鳥取県内に活動の拠

点を有する団体 

補助事業の実施のた

めに定期便を往復利

用した者１名につ

き、10千円を交付 

（片道のみの利用は

対象外とする） 

 

 

 

一団体につき200千

円（補助対象人数の

上限20名） 

※助成対象となる事業は、地域の活性化、交流の活性化に資する事業で、次の各号にあげる要件に適合す

るものでなければならない。 

（１）特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと 

（２）公共の秩序、安全を害する恐れのある事業でないこと 

（３）その他、県が特に必要と認める事業 

※本補助金以外に県の助成制度を受ける取組については、本補助金の補助対象としない。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

鳥取県知事       様 

 

 

申請者  所 在 地 

団 体 名             

代表者名               ㊞ 

 

 

  年度国際定期便交流創出支援事業補助金交付申請書 

 

 

国際定期便交流創出支援事業補助金の交付を受けたいので、国際定期便交流創出支援事業補助金交付要

綱（令和２年１２月４日付第２０２００００４５７２２号鳥取県観光交流局長通知）第４条の規定により

申請します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 事業の目的、内容 

（１）目的 

 

 

 

 

（２）内容 

 

 

 

 

３ 利用予定便 

（１）往路 

    利用予定日：   年  月   日 便名：        

（２）復路 

    利用予定日：   年  月   日 便名：        

 

※利用予定便が複数ある場合は、別紙に記入すること。 

 

 

４ 利用予定人数 

       名 

 

（注１）内容欄に期間、内容等の詳細を記入すること。また、行程表、利用予定者名簿等の資料を提出す

ること。 



様式第２号（第５条関係） 

番 号 

年月日 

 

         様 

 

 

                                職 氏 名  ○印  

 

    年度国際定期便交流創出支援事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった国際定期便交流創出

支援事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規

則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定した

ので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合におけるそ

れらの額については、別に通知するところによる。 

  交付決定額  金      円 

 

３ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象事業の実績報告に基づき、国際定期便交流創出支援事業補助金交付

要綱（令和２年１２月４日付第２０２００００４５７２２号鳥取県観光交流局長通知。以下「要綱」と

いう。）第３条の規定を適用して算定した額と、前記２の交付決定額（変更された場合は、変更後の額と

する。）のいずれか低い額により行う。 

 

４ 補助規定の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければなら

ない。 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

 

鳥取県知事       様 

 

 

申請者  所 在 地 

団 体 名 

代表者名               ㊞ 

 

 

  年度国際定期便交流創出支援事業補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日による交付決定に係る事業の実績について、国際定期便交流創出支援事業補助金交

付要綱（令和２年１２月４日付第２０２００００４５７２２号鳥取県観光交流局長通知）第７条の規定に

より報告します。 

 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 実施内容 

 

 

 

 

 

 

３ 利用便 

（１）往路 

    利用日：   年  月   日 便名：        

（２）復路 

    利用日：   年  月   日 便名：        

 

 ※利用便が複数ある場合は、別紙に記入すること。 

 

４ 利用人数 

       名 

 

 

 

 

 

（注１）実施内容欄に実施期間、実施内容、今後の展望等の詳細を記入するほか、実施内容の概要が把握

できる写真や行程表、国際定期便の利用人数が確認できる名簿、搭乗券等の資料を添付すること。 


